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質問①とその回答 
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次ページスケジュール表に今後の各申請等の全体計画を示す 

今後の許認可申請全体を把握する観点から、低濃縮燃料の製作に加えて、
低濃縮燃料を用いた炉心の運転開始までに予定している許認可申請（設
工認、保安規定、使用前確認等）について全体計画を説明すること。 

現在申請中 軽水減速炉心用低濃縮燃料の製作 
          固体減速炉心用低濃縮燃料の製作 

今後申請予定の設工認申請 軽水減速低濃縮炉心への変更に係る設工認申請 
    固体減速低濃縮炉心への変更に係る設工認申請 

トリウム貯蔵庫に関する設工認申請 

低濃縮燃料を用いた炉心による運転再開まで 

保安規定変更承認申請 低濃縮炉心に関する保安規定の改定 
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質問②とその回答 
技術基準規則第２２条の第１項、第２項に関連して、申請書の添付にお
いては、被覆材の附加荷重及び自重の応力評価しか説明されていない。
例えば、STACYの設工認では、燃料の設計条件として最高使用圧力及び

最高使用温度を申請書の本文に記載した上で、添付の説明書で運転時
の圧力、温度、放射線、荷重等の説明がなされている。適合性への審査
においては、これらの説明が必要と考えている。 
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軽水申請書： 
3.1 設計条件 
3.1.3 最高使用圧力、最高使用温度 
最高使用圧力 ： 常圧 
最高使用温度 ： 減速材及び反射材 ： 90℃ 

固体申請書： 
3.1 設計条件 
3.1.3 最高使用圧力、最高使用温度 
最高使用圧力 ： 常圧 
最高使用温度 ： 90℃ 

申請書本文に最高使用圧力、最高使用温度を記載する。 

補正方針 
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（炉心等） 
第二十二条 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、運転時に
おける圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な
物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。 
２ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加
荷重その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐え
られるものでなければならない。 
３ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、冷却材の循環その他の要
因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければな
らない。 

回答 
軽水、固体ともに、評価計算書（参考資料：軽水減速炉心用燃料要素計算書、固体減
速炉心用燃料要素計算書）に、燃料要素に関する照射特性、強度、腐食、ブリスタ、負
荷荷重の影響について説明しており、全てにおいて問題がないことを確認している。 

以下に軽水/固体減速炉心用燃料要素それぞれの説明について示す。 



②の回答についての説明（軽水） 
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軽水第１項 
 軽水減速炉心における最大熱出力は100Wで放射線の影響は低く、また、最高使用圧
力は常圧、最高使用温度は90℃（運転時の異常な過渡変化での温度上昇は最大でも約
2℃以下）と低いため、燃料芯材及び被覆材による有意な相互作用はない。また、評価計
算書Aに示したとおり、照射によるスウェリングでの体積増加率dV/Vは と小さ
く、また、温度上昇が2℃以下と低いため、異常をもたらすような熱応力、ブリスタ（400℃
を超えないことが基準）は発生しない。使用する被覆材も、これまでKUCAで約45年間使

用していたものと同じ材料であり、使用条件も変わらないため腐食のおそれはない。以上
のことから、運転時においても、物理的および化学的性質を保持できるものである。ま
た、材料検査、外観検査及び寸法検査を実施し、適切な材料及び構造であることを確認
する。 

申請書添付の適合性への説明書：第２２条の説明を修正する。（赤字修正部分） 
なお、第３項の説明は変更なし 
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固体第１項 
 固体減速炉心における最大熱出力は100Wで放射線の影響は低く、また、最高使用
圧力は常圧、最高使用温度は90℃（運転時の異常な過渡変化での温度上昇は最大で
も49.3℃）と低いため、燃料芯材及び被覆材による有意な相互作用はない。また、評価
計算書Aに示したとおり、照射によるスウェリングでの体積増加率dV/Vは と小
さく、また、温度上昇が最大49.3℃と低いため、異常をもたらすような被覆材への影響、
ブリスタ（400℃を超えないことが基準）以下は発生しない。使用する被覆材も、これまで
KUCAで約45年間使用していたものと同じ材料であり、使用条件も変わらないため腐食

のおそれはない。以上のことから、運転時においても、物理的および化学的性質を保持
できるものである。 
 また、材料検査、外観検査及び寸法検査を実施し、適切な材料及び構造であることを
確認する。 

申請書添付の適合性への説明書：第２２条の説明を修正する。（赤字修正部分） 
なお、第３項の説明は変更なし 

②の回答についての説明（固体） 





質問③とその回答 

第２１条第３項について、補正申請において説明を追加すること 
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第２１条（安全設備） 
３ 安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に
想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる
ものであること。 

補正申請において第２１条の説明を追加する 

回答：低濃縮燃料要素を用いた炉心の通常運転時、運転時の異常な過渡
変化時及び設計基準事故時において、影響を与えうると想定される環境条
件としては、当該燃料要素の温度上昇がある。当該燃料要素の温度上昇
の最大値は、軽水減速炉心も含めて、固体減速炉心での運転時の異常な
過渡変化における49.3℃であり、温度上昇の影響を受けることはない。 



質問④とその回答 

分割申請の方針と、運転するために最低限必要な燃料枚数について、
代表的なものとしてどの程度になるか。 
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分割申請の方針 

軽水 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認 

固体 ： 燃料製作に関する設工認 ＋ 炉心に関する設工認 

本申請（２本） 次回申請（２本） 

（製造は２回に分けて実施） 

低濃縮燃料の製作と低濃縮燃料炉心に関する設工認を分割申請とする 

（製造は３回に分けて実施） 





質問⑤とその回答 

輸送時において燃料要素が変形あるいは破損する可能性などが考えら
れるが、事業所到着後に検査項目がないのはなぜか。 

13 

前回審査会合では、自主検査を計画している旨を説明したが、その後の京大内
での議論の結果、使用事業者検査に到着後の外観検査を含めることとする。 

軽水、固体ともに、設工認申請書に下記文章を追加する。 
（併せて申請書図－２もそれぞれ変更） 
 
 
4.2.1.3 燃料要素検査 
外観検査２ 
燃料要素に有害な傷、異物及び著しい汚れがないことを目視により確認する。 










